
（別紙8）  

指針の趣旨を踏まえた各主体別の取組の方向性  

1 当事者・当事者家族  2 保健医療福祉関係者、地域活動関係者  
実施主体   対象者   ポイント   

●精神疾患等について正しい情報を入手し、理解を  
当事者・当事者家族      深めた上で、自ら精神疾患に対して適切に対応で  

当事者・当  きるようにすること   

事者家族  ■当事者等が主体となって、様々な地域活動と連携  
し、障害別を超えた情報発信の中L、となる取組を  
推進すること   

実施主体   対象者   ポイント   

●精神障害者に関わる専門職の再教育や、専門職ど  

保健医療福  
祉関係者   

地域住民   
●特に、精神障害者に関わる施設や事業者が周辺住  
民に対して積極的に情報発信を進めること   

地域活動関   ●住民の身近な相談相手として、地域社会の先導役   
係者（民生委  

地域住民  
となる地域活動関係者自身が、当事者とのふれあ   

具、ボラン  い等を通じて精神疾患等について正しく理解し、   
ティア等）  それを地域住民に広げていくこと。   

3 雇用や教育の関係者  4 行政、メディア関係者  
実施主体   対象者   ポイント   

ー管理監督者自身が精神疾患等を正しく理解し、雇  
用者の心の健康の変化に早期に気づき、適切に対  

管理監督者  応できること  

雇用の関係  
■精神障害者が雇用され、働く意欲が高まるような  
環境づくりを行うこと  

‘精神疾患等について自らの問題として正しく理解  
雇用者  し、ストレスコントロールを行うなど、適切に対  

応すること   

●教職員自身が精神疾患等を正しく理解し、児童・  
教職員  生徒の心の健康の変化に早期に気づき、適切に対  

教育の関係            応すること  
■心の健康に関する適切な情報提供の際には児童・  

生徒の発達段階を考慮すること  

実施主体   対象者   ポイント   

し般職員及び専門職員ともに精神疾患等について  

行政職員  正しく理解し、その知識・技術を日常業務で積極  

行政            的に活用すること  

地域住民   
一当事者とのふれあい等を通じて、精神疾患等につ  

いて理解を深める機会を積極的に増やすこと   

メディア   
●マスコミ関係者の理解や共感を醸成することによ  

り、普及活動効果を高めること  

メディア             ・メディア自体が主体的に普及啓発をすること  

（様々な実施主体が行うメディアを介した普及啓  

発ヰ）重要）  



新しい算定式  （別紙9）  
（計算式）  

基準病床数＝（一年未満群）＋（一年以上群）＋（加算部分）  
・一年未満群＝（∑AB＋C－D）×F／El   

※A：各歳別人口（将来推計、4区分）  

B：各歳別新規入院率（実績、4区分）  

C：流入患者数  

D：流出患者数  

El：病床利用率（95％）  

F：平均嶺存率（目標値）  

－一年以上群＝【∑G（1－H）＋トJ】／E2   

※G：各歳別一年以上在院音数（実績、4区分）  

H：一年以上在院者各歳別年間退院率（目標値、4区分）   

Ⅰ：新規一年以上在院者数（一年未満群からの計算値）   

J：長期入院者退院促進目標数（目標値）  

（病床数が多く（対人口）、かつ退院率（1年以上群）が低い地域が設定）  
E2：病床利用率（95％）  

・加算部分 ≦（D／E）／3   

※現行通り。居住入院患者数（当該区域に所在する病院の入院患者のうち当該区域に住  
所を有する者の数）が∑ABより少ない場合、都道府県知事は上記の計算式で得た数  
を上限として適当と認める数を加えることができる。  

・数値：都道府県ごとの数値を用いる。  

○今後5年間の平均残存率等の目標値については、都道府県ごとに定められる10年後の達成目標と当該都道  
府県の現状値の中間値を基本とする。  

○次のいずれの条件も満たす都道府県については、達成目標に加え、長期入院者退院促進目標数（全国平均と  
当該県の数値との差の一定割合）を設定する。  

①人口当たり一年以上入院患者数が全国平均を10％以上上回る都道府県  
②退院率（一年以上群）が全国平均を10％以上下回る都道府県   



（別紙－iO）  
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（別紙11）  

現在の長期入院群の将来イメ血ジ   



救急医療システムめ考ぇ  （案）（別鰍2）  

Ⅶ般救急（既存）  精神科救急（案）  

救急医療情報センター  精神科救急情報センタ岬  
＋  
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○ 急性期については、現在の仕組みを基本としつつ、入院直後の機能の向上、ユニット制の導入等に   

ついて検討する。  

○ 社会復帰リハについては、その患者像を明確にしつつ、1年以内を目途に地域ケアに円滑に移行で   

きることを目指し、精神保健福祉士や看護師等が、患者の社会復帰意欲を高めつつ、病院外の地域資   
源（医療的支援、福祉的支援、当事者同士の支え合い等）を活用する仕組みを基本とする。  

○ 重度療養については、その患者像を明確にしつつ専門的な入院医療を行える体制を確保する。   



地域  
状態の確認依頼  

都道府県  

（精神保健福祉センタ⊥等）  

相談支援事業者  

（市町村等）  

状態の確認  
事業認定■指導監督  

事業者央  

（D相談支援機能を有している  

②24時間の連絡・対応体制を有する  利用者負担  

支払い  
重
度
障
害
者
 
 

、ミ毒∴、こごJ㌔二  サービスを提供できる体制が  

・往診・訪問診療  

t多職種（看襲師、作業療法士、精神保健福祉士等）  
による訪問看護・指導  

・ホームヘルプサービス  

・ショートステイ・短期緊急入院  

※ただし、外部の医療機関等とめ連携により、十分な撞供体制  

サービス提供   

が整っている場合でも本草  業の  実施は可能とすることも検討。  

費用の支払い  費用の請求  

責用負担者（市町村等）  

＊相談支援事業者が本事業を実施することも想定。   



（別紙14）  

措置入院患者を受け入れる病院の基準（案）  

措置入院を受け入れる病院としての基準   

常勤の精神保健指定医が二名以上   

病院規模・病床数は不問  

措置入院患者を適切に治療できる病棟の基準   

3：1以上の看護職員配置  

治療や処遇の質を担保するための基準   

行動制限最小化委員会の設置  

その他   

⑳  

⑳  



（別紙15）  

実地指導に基づく改善計画の公表の仕組み（案）  
（現行：精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十八条の七）  

現行  

都道府県による実地指導  都道府県による実地指導  

厚生労働大臣又は都道府県知事が管理者に  

対し「改善計画の提出」「改善計画の変更」「処  

遇の改善のために必要な措置」を命令  

厚生労働大臣又は都道府県知事が管理者に  

対し「改善計画の提出」「改善計画の変更」「処  

遇の改善のために必要な措置」を命令  
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改善計画等の内容を公表  暮  
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厚生労働大臣又は都道府県知事が管理者に  

対し、期間を定めて精神障害者の入院に係る  
医療の提供の全部又は一部を制限するよう命  
∠ゝ  
11  

厚生労働大臣又は都道府県知事が管理者に  

対し、期間を定めて精神障害者の入院に係る  
医療の提供の全部又は一部を制限するよう命  
∠ゝ  
「コ   



再編後の住・生活■活動支援体系（精神保健福祉）   

保健所  
精神保健福  
祉センター  

インフォーマルサービス  

ボランティア  

当事者活動 等  

職業安定所  
等  

居宅生活支援  

マネジメント体制  

ショートステイ  

家族の状況  
入院予防  

度障害者を地域で支えるた  

医療機関  

包括的サービス体制  

住  

ま  生活施設（夜勤あり）   

い  
⇒   

グループ  

の  
ユユ  

ホーム  

機  

能  
（世話人日中のみ）   仁）   

仁⇒  
（対家主）  

（，  住  宅   仁〉  自宅      ㌫謡㌶     ＋ 緊急時の相談体制  

教育機関  



障害者の相談支援（ケアマネジメント）体制（案）   （別紙17）  

○ 都道府県、障害保健福祉圏域、市町村の三層（生活圏域も含める場合には四層）構造の   
相談支援体制となるよう、各機関の育成等を行う。  

○ 相談支援事業については、施設整備等を伴わないものも念頭に、法律上、居宅生活支援   

事業の一類型と位置づける。（法律上、その中立性に配慮）  

○ 相談支援の内容等は次のようなイメージとする。  

生活全般の総合的なもの  

一 福祉サービス等の利用決定に係るもの（自立生活支援計画）   



精神障害者の住居サポート体制の整備 （別紙18）  

く＞  

・家主・精神障害者とも安心して入居できる環境→地域生活の場（住まい）の確保  
・重度精神障害者の地域生活の支援→入院から在宅への流れの促進  

※精神障害者相談支援事業のオプション事業（①のみ又は①＋②）と位置づけ、体制を整えた事業者  
に加算を適用する。   



（別紙19）   
新たな障害者の就労支援策の流れ  
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働〈意欲と能力を待った障  



自立生活支援計画に基づくサービスの利用  （別紙20）   



（別紙21）   

精神障害者利用決定の流れ  




